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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
の
承
認
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
承
認
申
請
に
向
け
」
た
「
支
援
」
の
具
体
的
に
指
し
示
す
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
イ
ベ

ル
メ
ク
チ
ン
」
（
以
下
「
イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

の
新
興
・
再
興
感
染
症
に
対
す
る
革
新
的
医
薬
品
等
開
発
推
進
研
究
事
業
の
「
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

十
九
対
策
北
里
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト

 

イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
の
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

十
九
に
対
す
る
適
応
追
加
を
目
指
し
た
医
師
主
導
治
験
」
に
お
い
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
イ
ベ
ル
メ
ク
チ
ン
の
有
効
性
及
び
安
全
性
を
検
討
す
る
た
め
の
医
師
主
導
治
験
が

行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
又
は
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
の
一
部
変
更
承
認
（
以
下

「
承
認
等
」
と
い
う
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に



 

２ 

 

お
い
て
、
承
認
等
を
申
請
し
た
企
業
か
ら
提
出
さ
れ
る
臨
床
試
験
の
結
果
等
に
つ
い
て
の
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
上
で
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
に
お
い
て
、
当
該
審
査
の
結

果
に
基
づ
き
、
承
認
等
の
可
否
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
有
効
性
の
判
断
指
標
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安

全
性
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
の
っ
と
り
、
承
認
等
の
申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
当
該
申
請
に
係
る
効
能
又
は
効
果
に
比
し
て
著
し
く
有
害
な
作
用
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬

品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
の
該
当
性
に
つ
い
て
、
機
構
に
お
い
て
審
査
が
行
わ
れ
、
薬
事
・
食
品

衛
生
審
議
会
に
お
け
る
議
論
を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。 


